
「水の恵みカード」の配布を開始します！  

 

独立行政法人水資源機構では、当機構の施設が地域に果たしている役割や重要性をよ

り皆様に知っていただくため、「水の恵みカード」の配布を開始することとしましたの

で、お知らせします。 

筑後川下流用水においては、１１月９日からカードの配布をスタートします。 

詳細は当機構のホームページをご参照ください。 

https://www.water.go.jp/honsya/honsya/torikumi/tourism/mizucard/index.html 

 

○水の恵みカードの配布方法 

場  所：独立行政法人水資源機構 筑後川下流総合管理所 筑後川下流用水管理所

〈裏面（案内図）のとおり〉 

住  所：福岡県久留米市安武町武島２３番地の１ 

日  時：９：００～１７：００（土、日、祝祭日、１２/２９～１/３を除く） 

配布方法：上記事務所の受付にて配布します。 

そ の 他：来訪の際は、新型コロナウィルス感染症対策（マスクの着用等）へのご理

解とご協力をお願いします。 

※「水の恵みカード」は来訪された方のみに１人１組（各１枚）を手渡しいたします。 

※「水の恵みカード」については裏面以降をご参照ください。 
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問い合わせ先 

独立行政法人水資源機構 筑後川下流総合管理所 

総務課長 井上  

   住 所：福岡県久留米市安武町武島１０６３－２ 

   電 話：（０９４２）２６－４５５１   

    〈ホームページ〉 

https://www.water.go.jp/chikugo/ckaryu/index.html  

 



別紙 

【水の恵みカードの紹介】 

 

 普段私たちが口にしている農産物は、用水路や取水堰などの農業水利施設を流れている

水の恵みを受けて育っています。 

｢水の恵みカード｣は、地域の農産物と用水路や取水堰等の農業水利施設（水の恵み施設）

のことをわかりやすく紹介するため、農林水産省と共に当機構が推進している取組です。 

詳しくは農林水産省ホームページの「水の恵みカード」をご参照ください。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/kurasi_agwater/mizunomegumi/index.html 

【掲載情報】 

 水の恵みカード一覧、水の恵みカードの見方、農産物に関する情報、水の恵み施

設データ、配布場所 

 

【水の恵みカードの配布場所（案内図）】 

 

 

 

 

 



【水の恵みカードは、福岡県版と佐賀県版の２種類あります。】 

〈水の恵みカードの見方：カードには以下の情報が記載されています。〉 

 ○農産物に関する情報（農産物、受益地域、ポイント解説） 

 ○水の恵み施設データ（施設名称、形式・規格・完成年、きっかけ、一口メモ） 

※施設の形式：【IP】揚水機場、【PL】パイプライン、【IC】用水路 
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